
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則

一

規

則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
三
号

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
及
び
福
島
県

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
福
島
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
登
録
簿
の
作
成
等
）

第
二
条

条
例
第
三
条
第
一
項
の
個
人
情
報
登
録
簿
（
以
下
「
登
録
簿
」
と
い
う
。
）
に
記
載
す
る
事

項
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

二

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
機
関

三

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
利
用
に
供
さ
れ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
組
織
の
名
称

四

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
利
用
目
的

五

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
項
目

六

本
人
と
し
て
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
個
人
の
範
囲

七

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
個
人
情
報
（
以
下
「
記
録
情
報
」
と
い
う
。
）
の
収
集
方

法
八

記
録
情
報
に
要
配
慮
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

九

記
録
情
報
を
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
機
関
以
外
の
者
に
経
常
的
に

提
供
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
提
供
先

十

法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
条
第
一
項
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を

受
理
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

十
一

電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
子
計
算
機
処
理
以
外
の
個
人
フ
ァ
イ

ル
の
別

２

法
第
六
十
条
第
二
項
第
二
号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
、
そ
の
利
用
目
的
及
び
記
録
範
囲
が

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
係
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る
個
人
情
報

フ
ァ
イ
ル
の
利
用
目
的
及
び
記
録
範
囲
の
範
囲
内
で
あ
る
も
の
は
、
登
録
簿
の
作
成
を
要
し
な
い
。

３

登
録
簿
の
様
式
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

４

条
例
第
三
条
第
四
項
の
知
事
が
定
め
る
登
録
簿
の
公
表
の
方
法
は
、
登
録
簿
を
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー

及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
に
備
え
付
け
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

５

そ
の
他
登
録
簿
の
管
理
運
用
に
つ
い
て
は
知
事
が
別
に
定
め
る
。

（
開
示
の
実
施
）

第
三
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
は
、
知
事
が
指
定
す
る
日
時

及
び
場
所
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
物
の
閲
覧
、

聴
取
又
は
視
聴
を
す
る
者
が
当
該
閲
覧
、
聴
取
又
は
視
聴
に
係
る
物
を
改
ざ
ん
し
、
汚
損
し
、
若
し

く
は
破
損
し
た
と
き
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
閲
覧
、
聴
取
又
は

視
聴
を
中
止
さ
せ
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
写
し
の
交
付
の
部
数
は
、
請
求
一
件
に
つ
き
一
部
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
の
開
示
の
方
法
）

第
四
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
の
種

別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

一

用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録

用
紙
に
出
力
し
た
物
の
閲
覧
若
し
く
は
そ
の

写
し
の
交
付
又
は
専
用
機
器
（
開
示
決
定
を
受
け
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視
聴
の
用
に
備
え

付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視

聴
若
し
く
は
そ
れ
を
複
写
し
た
物
の
交
付

二

前
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
以
外
の
電
磁
的
記
録

専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、

聴
取
若
し
く
は
視
聴
又
は
そ
れ
を
複
写
し
た
物
の
交
付

（
費
用
負
担
）

第
五
条

条
例
第
五
条
第
二
項
の
知
事
が
定
め
る
額
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

条
例
第
五
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

３

条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
費
用
は
、
前
納
と
す
る
。

４

施
行
令
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
現
金
で
納
付
す
る
方
法
そ
の
他
知
事
が

定
め
る
方
法
と
す
る
。

附

則

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県
規
則
第
一
号
。
以
下

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

３

前
項
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
様
式
第
二
号
に
よ
る
自
己
情
報
開
示
請

求
書
、
旧
規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
自
己
情
報
訂
正
請
求
書
及
び
旧
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
自
己

情
報
利
用
停
止
請
求
書
は
、
前
項
の
規
定
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
法
の
相
当
の
規
定

に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
請
求
書
と
み
な
す
。

４

第
二
項
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
）

区
分

金
額

一

複
写
機
に
よ
る
写
し
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大

一
枚
に
つ
き
十
円

き
さ
の
用
紙
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
（
二
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）

二

カ
ラ
ー
複
写
機
に
よ
る
写
し
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以

一
枚
に
つ
き
三
十
円

下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付

三

一
又
は
二
以
外
の
方
法
に
よ
る
写
し
の
交
付

当
該
写
し
の
作
成
に
要
す

る
費
用

四

公
文
書
の
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用

当
該
写
し
の
送
付
に
要
す

る
費
用
に
相
当
す
る
額

備
考

一
の
項
又
は
二
の
項
の
場
合
に
お
い
て
、
両
面
印
刷
の
用
紙
を
用
い
る
と
き
は
、
片
面
を

一
枚
と
し
て
額
を
算
定
す
る
。

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

区
分

金
額

一

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
出
力
し

一
枚
に
つ
き
十
円

た
も
の
の
交
付
（
二
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
カ
ラ
ー

一
枚
に
つ
き
三
十
円

で
出
力
し
た
も
の
の
交
付

三

Ｃ
Ｄ－

Ｒ
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一

一
枚
に
つ
き
七
十
円

に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再

生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
光
デ
ィ
ス
ク
を
い
う
。
）

に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

四

Ｄ
Ｖ
Ｄ－

Ｒ
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直

一
枚
に
つ
き
百
円

径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生

す
る
こ
と
が
で
き
る
光
デ
ィ
ス
ク
を
い
う
。
）
に
複
写
し
た
も

の
の
交
付

五

一
か
ら
四
ま
で
以
外
の
方
法
に
よ
り
出
力
又
は
複
写
し
た
も

当
該
出
力
又
は
複
写
し
た

の
の
交
付

も
の
の
作
成
に
要
す
る
費

用

六

公
文
書
を
出
力
又
は
複
写
し
た
も
の
の
送
付
に
要
す
る
費
用

当
該
出
力
又
は
複
写
し
た

も
の
の
送
付
に
要
す
る
費

用
に
相
当
す
る
額

備
考

一
の
項
又
は
二
の
項
の
場
合
に
お
い
て
、
両
面
印
刷
の
用
紙
を
用
い
る
と
き
は
、
片
面
を

一
枚
と
し
て
額
を
算
定
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）
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